
３月26日（土）、４月３日（日）は
市役所の一部窓口業務を行いますお知らせ

もう一度見直そう、毎日の感染対策お知らせ
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P３ ３月26日（土）、４月３日（日）は
市役所の一部窓口業務を行います

P４ 新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）

P６ 犬の登録と狂犬病予防集合注射のご案内

P７ 不要布団を受け入れます

P９ 市税の口座振替をご利用の人へ

P10 パパ、育児休業を取りませんか？パパ、育児休業を取りませんか？

P12

P14 ひだかインフォメーションひだかインフォメーション

P19 市立図書館から市立図書館から

P20 子育て応援！ きらきらきらきら通 信

P22 ひだか市民情報ひろばひだか市民情報ひろば

P23
くらしの情 報
無 相料 談

P24

朗読ボランティアグループ「日高もくせいの会」の皆さんのご協力により、「声の
広報ひだか」を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デ
イジー版CDを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会☎985－9100、
または市立図書館☎985－5121へご連絡ください。
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　今月の納税 　　　　　　

今月が納期限の税金はありません。

　まだ見ぬ地下へのはしごを下りた先には、真っ白な幻想
的な世界が広がっていました。日高市特産のうどが旬を迎
えています。

今月のいちおし

〒350－1292
日高市大字南平沢1020番地
午前８時30分～午後５時15分

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
 042－989－2111
 042－989－2316
 https://www.city.hidaka.lg.jp/

     LINE ID:@hidakacity
    https://www.instagram.com/
    hidakacity_official/
    https://twitter.com/hidakacity_pr
    https://www.facebook.com/
    hidakacity.saitama/
    http://machiiro.town/
※マチイロではスマートフォン等
で広報ひだかを閲覧できます。

マチイロ

ホームページ

ひだか知っ得
情報アプリ

○延長窓口
市民課・保険年金課・子育て応援課・収税課・
税務課の一部業務
毎週火曜日　午後７時まで（祝日を除く）
○市税臨時収納窓口
収税課の業務
３月26日（土）　午前８時30分～午後５時15分

日 高 市 役 所

　広報ひだか３月号に掲載している情報は２月17日現在
のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更
となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先
にご確認ください。また、お出掛けの際はマスクの着用等、
「新しい生活様式」の実践にご協力ください。

Special！Special！

　臨時に下表の窓口業務を行います。平日に市役所に来られない人は、ぜひご利用ください。なお、３月と
４月で曜日が異なるのでご注意ください。
※他市区町村・関係機関等の窓口の関係により、取り扱いできない業務もあります。詳しい業務内容は、そ
れぞれの担当課へ直接お問い合わせください。
日時　３月26日（土）、４月３日（日）　午前８時30分～午後５時15分
問い合わせ　政策秘書課企画調整担当

担当課 主な業務内容

市民課
（１階②番窓口）

戸籍届け出（婚姻・出生・死亡など）、住所変更（転入・転居・転出など）
印鑑登録、証明書（住民票・戸籍証明・印鑑証明など）の交付
仮ナンバーに関する手続き（在庫がなくなり次第終了）
マイナンバーカードの交付（事前に電話予約した人のみ）
マイナンバーカードの電子証明書の更新
パスポートの交付（３月26日（土）の午前９時から午後０時30分まで）
※住民基本台帳ネットワークを利用した特例転入、住民票の広域交付はで
きません。

保険年金課
（１階③④番窓口）

国民健康保険に関する手続き、国民年金に関する手続き
後期高齢者医療制度に関する手続き
重度心身障がい者医療費に関する手続き

子育て応援課
（１階⑥番窓口） 児童手当に関する手続き、子ども医療費に関する手続き

障がい福祉課
（１階⑧番窓口） 障がい者福祉に関する手続き

収税課（１階⑪番窓口） 納税相談、市税の納付

税務課（１階⑫番窓口）
課税証明書・非課税証明書の交付、納税証明書の交付
評価証明書（土地・家屋）の交付、公課証明書（土地・家屋）の交付
固定資産課税台帳（名寄台帳）の写しの交付

学校教育課（５階） 児童生徒の転入学・転出学の受け付け、就学援助申請の受け付け

　新型コロナワクチン接種の有無に関わらず、感染
症拡大防止のためには、「マスクの着用」、「手洗い」、
「三密回避」、「換気」など基本的な感染対策が有効
です。一人一人の行動が大切な人と日常を守ること
につながります。引き続き感
染対策にご協力ください。
問い合わせ
　保健相談センター予防担当
　☎985－5122

こんな部分は大丈夫ですか？
〇�咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、使用後のマスク
を触った後も手洗い、消毒をしましょう
〇�スマートフォンや、ドアノブや電気スイッチなど
の家族で使う共用部分も、除菌シートなどで消毒
しましょう
〇�複数人で食事を取るときは、真正面を避け、横並
びに座りましょう
〇�寒くても、１時間に５分から10分程度、窓を開
けて換気しましょう
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